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事務総局会議（第7回）議事録
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事局長,笠井経理局長，門田民事

家庭局長，大須賀秘書課長兼広報

,長崎審議官

総長，村田総務局長，堀田人

政局長安東刑事局長,手嶋

伯情報政策課長，石井審議官
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元年度外国出張計画について

賀秘書課長説明（資料第1）

2年度外国出張計画について

賀秘書課長説明（資料第2）

関係機関との連絡協議会につ

家庭局長説明（資料第3）

関係機関との連絡協議会につ

家庭局長説明（資料第4）

家庭裁判所調査官事務打合せ
家庭局長説明（資料第5）
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需脅院議料’ 1

【令和元年度外国出張計画】

｣



事務総局会議資料濠ユ
《3月IC日開催）

令和2年度外国出張計画

1 国際会議 合計1人

国際女性裁判官協会総会（ニュージーランド,約1週間） 【秘書課】

裁判官1人

2判事補海外留学研究（1年） 合計25人

米国×13，英国×4， ドイツ×2，オーストラリア×2，

カナダ×2，ベルギー， フランス 裁判官25人

3行政官長期在外研究（2年） 合計9人

米国×6，英国×2 裁判官8人

英国 一般職1人

一般職長期在外研究（1年） 合計4人

米国×2，オーストラリア， フランス 一般職4人

裁判官短期在外研究（約1か月） 合計5人

米国， シンガポール，ルクセンブルク， カナダ又はオーストラリア

裁判官5人

一般職外国司法事情研究（約2週間） ‘ 合計9人

米国， カナダ又はオーストラリア 一般職9人

4

5

6



事務総局会議資潤舜う
（ 夕月(0日開催）

(令和2． 3． 10家二印）

家事関係機関との連絡協議会について

各家庭裁判所

令和2年4月から令和3年3月までの間で各家庭裁判所の定める日

各家庭裁判所又は各家庭裁判所の定める場所

家事事件の処理に関して連絡調整を要する事項

(1) 各家庭裁判所の家事事件を担当している裁判官,裁判所書記官，

家庭裁判所調査官等 各家庭裁判所の定める人数

(2) 各家庭裁判所管内に所在する関係自治体，福祉関係機関，医療

関係機関，弁護士会その他協議事項に関連する関係機関又は団体

の職員 各家庭裁判所の定める人数

主催

期日

場所

協議事項

協議員

１
２
Ｂ
４
５

ノ

々



事務総局会議資料噺
(3月(O日開催）

(令和2. 3. 10家一印）

少年関係機関との連絡協議会について

主催 各家庭裁判所

期日 令和2年4月から令和3年3月までの間で各家庭裁判所が定める日

場所 各家庭裁判所又は各家庭裁判所の定める場所

協議事項少年事件の処理に関して連絡調整を要する事項

協議員 （1） 各家庭裁判所の少年事件を担当している裁判官，裁判所書記官，

家庭裁判所調査官等 各家庭裁判所の定める人数

（2） 少年関係機関（少年鑑別所，少年院保護観察所，児童相談所，

児童自立支援施設等の少年保護関係機関,学校，教育委員会等の

教育関係機関，警察関係機関，検察庁その他協議事項に関連する

関係機関又は団体）の職員 各家庭裁判所の定める人数

１
２
３
４
５



需替院議料騨ヲ
(令和2． 3. 10家三印）

首席家庭裁判所調査官事務打合せの開催について

主催 最高裁判所

期日 令和2年5月22日 （金）

場所 最高裁判所中会議室

協議事項高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の

最高裁判所中会議室

高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の

１
２
３
４ 首席家庭裁判所調査官

が行う調整事務に関し考慮すべき事項

各高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査

官 8人

家庭裁判所判事 4人

合計 12人

協議員5

参列員6

●
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識寓瀧料静’
【令和2年度外国出張計画】

フォーダム大学ロースクール主催国際シンポジウム（米国，約

（令和2年1月27日審査室会議， 28日事務総局会議承認分）

約5 【行政局】日間）

当初開催日 ：令和2年4月16日， 17日

→令和2年6月を目途として日程の再調整中

｡



需善確議料藻ユ

(令和2． 3． 17民三印）

資料目録

一部を改正する規則案会社非訟事件等手続規則の１
２
３
同制定理由

同新旧対照条文



資料2

手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
登
記
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

理
由

い
、

同
法
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の

の

､

4



資料 3

会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則
（
平
成
十
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）

第
四
十
四
条
の
二
第
一
章
の
規
定
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
一
（
新
設
）

里’な
い
限
り
、
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
登
記
及
び
管
理

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
へ
の
準

（
表
題
部
所
有
者
不
明
土
地
の
登
記
及
び
管
理
の
適
正
化

会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

宰
手
胖
同
グ
レ
エ
ナ
壁

新

つ
い
て
準
用
す
る
。

Ｌ
巨

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

－1－

5
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I
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
又
は
特

一’ 、
第
四
条
中
「
申
立
て
に
係
る
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
所

げ
る
書
類
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

１

ｌ

Ｉ

１

１

有
者
等
特
定
不
能
土
地
又
は
特
定
社
団
等
帰
属
土
地
」
と

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る

Ｉ
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！
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ｌ
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二I三’

き
は
、
当
該
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
証
明
し
た
書

１
面
）

十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
地
図
又
は
同
条
第
四
項

等
帰
属
土
地
の
現
況
の
調
査
又
は
評
価
を
し
た
場
合
に

記
載
し
た
図
面

地
の
所
在
地
に
至
る
ま
で
の
通
常
の
経
路
及
び
方
法
を

に
準
ず
る
図
面
が
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と

１

１

口

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
表
題
部
所
有
者
不
明

を
保
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
文
書

お
い
て
当
該
調
査
の
結
果
又
は
評
価
を
記
載
し
た
文
書

の
地
図
に
準
ず
る
図
面
の
写
し
（
当
該
地
図
又
は
地
図

申
立
人
が
所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
又
は
特
定
社
団

所
有
者
等
特
定
不
能
土
地
又
は
特
定
社
団
等
帰
属
土

ー

”
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土
地
の
登
記
及
び
管
理
戻
麗
適
正
ル
腸
腔
関
謝
争
包
綴
窪
州
第

に
よ
る
登
記
の
嘱
託
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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一

十
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亨警誉院議料雰ヨマ

(令和2． 3． 17行一印）

資料目録

特許法による査証の手続等に関する規則案

同制定理由

同新|日対照条文

１
２
３

『

〃



資料2

書
の
記
載
事
項
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
査
証
の
手
続
等
に
関
し
、
申
立

理
由

8



資料 3
｛

附
則
第
二
条
関
係
ｌ
執
行
官
の
手
数
料
及
び
費
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
五
号
）

21 第
三
条
の
三
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
一
（
新
設
）

法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
三
）
の
手
数
料
の
額
は
、
一

号
）
第
百
五
条
の
こ
の
こ
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
（

万
一
千
円
と
す
る
。

て
、
執
行
官
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に

（
査
証
の
援
助
）

前
項
の
援
助
を
行
う
べ
き
場
所
に
臨
ん
だ
場
合
に
お
い

特
許
法
に
よ
る
査
証
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

|日

9
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31第
三
十
二
条
第
三
条
の
二
第
一
項
、
第
三
条
の
三
第
一
項

、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
六
条
ま I ’

よ
っ
て
同
項
の
援
助
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
千
円
と
す
る
。

よ
り
、
第
一
項
又
は
前
項
の
手
数
料
の
額
（
第
三
十
二
条

れ
第
一
項
又
は
前
項
に
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
の
額
を
加

又
は
第
三
十
三
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

（
長
時
間
の
執
務
）

第
一
項
の
援
助
を
命
じ
た
裁
判
所
は
、
査
証
の
実
施
に

肌
峰
鼻
後
の
鮨

第
三
十
二
条
第
三
条
の
二
第
一
項
、
第
四
条
か
ら
第
六
条

ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
九
条
か
ら
第

（
長
時
間
の
執
務
）

10
－フー



で
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
か

ら
第
二
十
六
条
の
三
ま
で
又
は
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十

条
ま
で
に
係
る
執
務
が
基
本
執
務
時
間
を
超
え
る
と
き
は

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
手
数
料
の
額
に
、
基
本
執
務

時
間
を
超
え
る
部
分
が
一
時
間
に
達
す
る
ご
と
に
、
“
そ
の

‐
手
数
料
の
額
の
十
分
の
三
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
執
務

時
間
が
基
本
執
務
時
間
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

時
間
に
一
時
間
に
達
し
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
・
こ
れ

を
一
時
間
と
み
な
す
。

（
休
日
等
の
執
務
）

第
三
十
三
条
（
略
）

２
（
略
）

３
第
三
条
の
二
第
一
項
、
第
三
条
の
三
第
一
項
、
第
四
条

第
三
十
三
条
（
同
上
）

３
第
三
条
の
二
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
、
第

２
（
同
上
）

基
本
執
務
時
間
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定

を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
時
間
に
一
時
間
に
達
し

な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
時
間
と
み
な
す
。

め
る
手
数
料
の
額
に
、
基
本
執
務
時
間
を
超
え
る
部
分
が

三
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
執
務
時
間
が
基
本
執
務
時
間

二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
三
ま

で
又
は
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
に
係
る
執
務
が

一
時
間
に
達
す
る
ご
と
に
、
そ
の
手
数
料
の
額
の
十
分
の

（
休
日
等
の
執
務
）

11
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第
一
項
、
第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、

第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第

十
四
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
十

第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
四
条
か

九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
、

条
第
一
項
に
定
め
る
事
務
の
臨
場
後
中
止
の
場
合
に
お
い

ら
第
二
十
六
条
の
。
第
一
項
ま
で
、
第
二
十
六
条
の
三
第

定
め
る
手
数
料
の
額
に
そ
の
二
分
の
一
を
加
算
す
る
。

て
、
職
務
を
行
う
た
め
の
臨
場
が
休
日
又
は
夜
間
に
行
わ

れ
た
と
き
は
、
各
事
務
の
臨
場
後
中
止
の
場
合
に
つ
い
て

一
項
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
三
十

十
二
条
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
七
条

六
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第

ま
で
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第

務
の
臨
場
後
中
止
の
場
合
に
お
い
て
、
職
務
を
行
う
た
め

第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
に
定
め
る
事

し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
二
第

二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
へ
第
二
十
二
条
第
一
項
若

●

そ
の
二
分
の
一
を
加
算
す
る
。

の
臨
場
が
休
日
又
は
夜
間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
各
事
務

の
臨
場
後
中
止
の
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
手
数
料
の
額
に

一
項
ま
で
、
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
八
条
、

12
‐4‐



附
則
第
三
条
関
係
Ｉ
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

第
七
条
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
、
第
七
条
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
日
当
の
額
は
、
証
人
、

民
事
訴
訟
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、

民
事
訴
訟
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、

又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審

尋
を
し
た
参
考
人
及
び
事
実
の
調
査
の
た
め
に
裁
判
所
か
尋
を
し
た
参
考
人
及
び
事
実
の
調
査
の
た
め
に
裁
判
所
か

ら
期
日
に
出
頭
す
べ
き
旨
の
呼
出
し
を
受
け
た
者
に
つ
い
ら
期
日
に
出
頭
す
べ
き
旨
の
呼
出
し
を
受
け
た
者
に
つ
い

て
は
一
日
当
た
り
八
千
五
十
円
以
内
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
て
は
一
日
当
た
り
八
千
五
十
円
以
内
、
鑑
定
人
、
通
訳
人

、
査
証
人
及
び
同
法
第
二
百
十
八
条
第
二
項
（
こ
れ
を
準
及
び
同
法
第
二
百
十
八
条
第
二
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、
又

用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
公
害

は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
公
害
紛
争
処
理

口
新

旧

13
－5－



別
表
第
二
（
第
二
条
の
二
関
係
）

紛
争
処
理
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十

二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
者
に
つ
い
て

ｊ

は
一
日
当
た
り
七
千
六
百
五
十
円
以
内
と
す
る
。

ﾘ’

口
》
ス
》
杏
昌
訶
』
広
く
師
公
頂
・
鹿
中

二

】
■

■

始
罰】

石
）
の
岸

二
画

別
表
第
二
（
第
二
条
の
二
関
係
）

法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
二
条
の
三

十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
者
に
つ
い
て
は
一
日
当

た
り
七
千
六
百
五
十
円
以
内
と
す
る
。

～
。

●

一も－一一一

14
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一
～
四
（
略
）

合

、

』

項

上
欄

下
欄

今

1

四
（
同
上
）

項

上
欄

下
欄



へ

略
…

１

へ

同
上
…

中
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事務総局会議（第9回）議事録
一-－－－…一一.－斗

4日 （火）午前10時OO分～午前11時29分 i
‐一…."、‐~－－－~－ ‐~‐－－－－－~一一" －－－－－－－－~.~‐ …－‐－－ ＝ Ⅷ ~~一~~ 1

日一
４

１
１
１

一
時
副
所
一
席
一
事

一
日
場
一
出
者
一
議

Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
１
ｌ
‐
ｌ
‐
ｌ
‐
ｌ
Ｌ
ｌ
１
Ｉ
ｉ

２
一

一
年
一
議
一

一
月
－
３，

色
今
云

一
和
一
局

↑
令

総

ｉ
Ｉ
４
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
↓

一

一
時
副
所

一一=－－－－－－

長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長， 門田民事
局長，安東刑事局長，戸苅家庭局第一課長，大須賀秘書課長
，佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官，福島人事局

'中村事務総

局長兼行政

兼広報課長

総務課長

1 令和2

， 堀田人

一一一つ一一一一一一一＝－ － → → 一一一 －一一一－画百一 T÷七 ‐ 万 ＝F一一一 一－ 一一一一

年春の藍綬褒章受章者の内定について

事局長説明（資料第1）
！

I 2 刑事鑑定研究会の開催について
安東刑事局長説明（資料第2）

心神喪失者等医療観察法関係研究協議会の開催について

安東刑事局長説明（資料第S)

犯罪被害者等の置かれた立場，状況等に関する理解を深
研究会の開催について

安東刑事局長説明（資料第4）

法廷通訳に関する研修の開催について

安東刑事局長及び門田行政局長説明（資料第5）

保護観察に関する連絡協議会の開催について

安東刑事局長説明（資料第6）

状況等に関する理解を深

０
凸
？
‐
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０
‐
６
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■
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■
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ｌ
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１
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Ｉ
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|◎裁判官会議付議 1

』◎了承2， 3， 4， 5， 6
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事務総局会議資料ヅI
（3月群日開催）

令和2年春の藍綬褒章受章者名簿(内定）

｜ 氏 名 ｜功労業務属庁

、

｜
’

1／3



令和2年春の藍綬褒章受章者名簿(内定）

’’ 氏 名功労業務庁

’

’

I

f

2／3



令和2年春の藍綬褒章受章者名簿(内定）

｜

’’｢－ ’ 氏 名功労業務所属庁
一＝且

計酢

3／3



事務総局会議資料写z
（3月好日開催）

(令和2 3． 24刑事局）

刑事鑑定研究会の開催について

各地方裁判所

令和2年6月から令和3年3月までの間の半日

各地方裁判所又は学識経験者が所属する大学の研究室等

刑事事件の鑑定を巡る諸問題

(1) 学識経験者

法医学，精神医学，薬理学，心理学，分子生物学等を専攻する

大学教授又はこれに相当する学識経験を有する者 1人

(2)裁判所側

各地方裁判所の刑事事件担当の裁判官，裁判所書記官等

各地方裁判所の定める人数

主催

期日 ‘

場所

実施事項

参加者

１
２
３
４
５

〃



事務総局会議資料寮多
（ 3月ﾕ竿日開催）

(令和2． 324刑事局）

心神喪失者等医療観察法関係研究協議会の開催について

各地方裁判所

令和2年9月から令和3年3月までの間の半日

各地方裁判所

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に

関する法律による処遇事件の処理上問題となる事項及び実体的な判

主催

期日

場所

協議事項

１
２
３
４

断の在り方に関して考慮すべき事項

(1) 各地方裁判所の刑事事件担当の裁判官及び裁判所書記官

各地方裁判所の定める人数

(2) 精神保健判定医及び精神保健参与員候補者

各地方裁判所の定める人数

協議員5



事務総局会議資料芽予
（ 三月1￥日開催）

(令和2． 3． 24刑事局。家庭局）

犯罪被害者等の置かれた立場，状況等に関する理解を深める

ための研究会の開催について

各高等裁判所

令和2年6月から令和3年3月までの間の半日

各高等裁判所

犯罪被害者等基本法第19条の趣旨を踏まえ，犯罪被害者等の置か

れた立場，状況等に関する理解を深めるための意見交換等

(1) 各高等裁判所の刑事事件担当の裁判官及びその他の職員並びに

各高等裁判所管内の裁判所（簡易裁判所を除く。 ）の刑事事件又

は少年事件担当の裁判官及びその他の職員

各高等裁判所の定める人数

(2) 意見交換等のテーマに応じた外部有識者等 2人程度

1 主催

2 期日

3場所

4 実施事項

5． 参加者



事務総局会議資料芽夛
（ 3月叫日開催）

(令和2． 3． 24刑事局・民事局・行政局・家庭局）

法廷通訳に関する研修の開催について

一一一一 － －r←一一一一一一一

≦
実施事項

対象言語

~｢蒻評原驍耐藤通訳Iこ ’通訳人候！
｜ついての講義，模擬通訳 i ことを希

|通訳人候補

一"=一 →一一.グー一P

→

Ｑ
ｒ
０
Ｕ
■
■
■
■
■
巳
■
》
ｉ
ひ

も

昌

ｒ

ｒ

◆

ｆ

Ｌ

０

４

ｒ

ｏ

卜

９

９

？

４

－

釘
主催

受講者

～ザゴ ■一一－一■←－－専一

期日
実施庁

一
月
月

－
４
３

一
年
年

－
２
３

｜
柳
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,る者であって，複雑困難な否認

,事件の法廷通訳を担当する能力

|を備えてもらうために実践的な

知識及び技能を取得してもらう

必要がある者
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(令和2． 3； 24刑事局）

保護観察に関する連絡協議会の開催について

各地方裁判所

令和2年7月から令和3年3月までの間の半日

各地方裁判所

主催

期日

場所

協議事項

１
２
３
４ (1) 保護観察の実情について

(2) その他

(1) 各地方裁判所の刑事事件担当の裁判官及び裁判所書記官

各地方裁判所の定める人数

(2) 主催庁に対応する保護観察所の職員

各地方裁判所の定める人数

なお，保護観察所の職員の人数については，主催庁に対応す

る保護観察所と協議の上，定められたい。

協議員5


